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研究成果の概要（和文）：近年、矯正施設の退所者が脱ホームレス支援の対象者となる傾向が強

くみられるようになった。その支援の実態について、大阪府で進められている広範囲な支援の

ネットワーク団体の活動を対象にした個別の分析と、全国のホームレス支援団体に対するアン

ケート調査を通じたマクロな分析を行った。学歴の低さや障がいの高さ、雇用経験の不安定さ

が明らかになったとともに、生活保護だけでなく、就労支援などによって地域で更生してゆく

状況が明らかになった。 

 
研究成果の概要（英文）：In recent years, an increasing number of individuals released from 
correctional facilities have been making use of homeless support. In order to examine 
the actual conditions of such support services, we have analyzed the activities of one 
support networking organization active in Osaka Prefecture in combination with the 
results of a nationwide questionnaire survey on homeless support organizations. We 
conclude that the users of these support services are predominately low-educated, have 
various disabilities and have worked under unstable employment conditions, and that they 
go through their rehabilitation process in communities by making use of not just 
livelihood assistance but also job assistance services. 
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１．研究開始当初の背景 

脱ホームレス支援の現場でながらく調査
研究を進めていた中で、矯正施設（刑務所、
少年刑務所、拘置所、少年院）を退所した人
の受け皿がなく、ホームレス状況になる人々
の支援が現実に進んでいることは認識して

いた。その中で法務省と厚労省の合作による、
高齢又は障害を有するため福祉的な支援を
必要とする矯正施設退所者についての施策
が導入された。退所後直ちに福祉サービス等
につなげるための準備を、保護観察所と協働
して進める「地域生活定着支援センター」を
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各都道府県に整備する事業が、画期的とも思
われるスピードで制度設計され、平成 21 年
度より事業創設されることになったのであ
る。 

大阪において、とくにこうした退所者の支
援は、脱ホームレス支援業界の中で先行して
始まっていた現実もあった。このセンター事
業の受託も織り込んで、その支援のために平
成 21 年 6 月に設立された任意団体、「よりそ
いネットおおさか」に、本研究チームは構成
員として関わった。そしてこの団体の活動を
フォローアップ、データ整理、分析を行うこ
とを主眼として、本プログラムは企画された。
同時に他科研や厚労省補助事業で進めてい
た全国のホームレス調査において、退所者の
キャッチアップを行うことにより、大阪だけ
でなく全国的な矯正施設退所者の地域生活
移行状況を把握することも可能となった。大
阪と全国の状況をキャッチアップできる体
制が確立されていたことも、本プログラム企
画のもう一つの背景となっている。 

 

２．研究の目的 

本研究は、矯正施設退所者、いわゆる「刑
余者」の出所後の地域での生活がどのように
行われ、再犯に至らないような地域生活が定
着して可能かどうか、そのための居住福祉支
援の実効性を問う実践的な調査研究である。
支援の主体として、研究チームもかかわるい
わゆる「刑余者」のアフターケアを行う、日
本で最も活動的な組織である、上述した「よ
りそいネットおおさか」の活動が、本研究の
主たる対象である。この「よりそいネットお
おさか」の活動のフォローアップとその実効
性の検証にあるといっても過言ではない。 

 加えて、平成 22 年度と平成 24 年度に厚労
省や別科研の資金で実施した、全国のホーム
レス支援団体を対象とした、地域生活に移行
した人々への大規模アンケート調査を利用
できる環境にもあった。この調査結果を利用
して、全国的な刑余者の地域生活移行の実態
を明らかにすることも目的としている。 

 

３．研究の方法 

大阪の事例についてはより個別ミクロに、
全国の事例についてはよりマクロな分析を
行った。生活困窮者全般の中でもホームレス
支援は、ファーストコンタクトからアフター
ケアまで段階を追った時間をかけたよりそ
い支援を特徴とする。かつ矯正施設退所者に
関して、ファーストコンタクトに触法行為に
よる犯罪とそれに類する「認証」がキーにな
り、この「認証」がある限りいわゆる「刑余
者」というラベリングがつきまとう。しかし
調査はこのラベリングの有無で対象者を選
択することになる。しかしながらホームレス
状況になった要因はこのラベリングだけで

カバーできるものでもなく、また「刑余者」
である、ということだけで、特別の支援が行
われるというものでもない。 

これが支援の現場の率直な印象であるが、
今回の調査は、このラベリングをキーに全国
調査においては分析を行っている。ファース
トコンタクトにおいて、矯正施設あるいは保
護観察所、拘置所などからレファーがある場
合、あるいはかつて矯正施設に入所の経験が
ある人を、全国規模での調査分析対象とした。
大阪の事例については、「よりそいネットお
おさか」の支援対象者となっており、何らか
の矯正施設の入所経験のある人となってい
る。 
 
４．研究成果 
（１）全国調査の結果より  
まず全国規模の調査について、母集団は平

成 22 年 4月から平成 24年 3 月までに、全国
のホームレス支援団体の支援を受け、脱ホー
ムレスをした 1,328人である。対象者は、支
援団体と被支援者のファーストコンタクト
が「保護観察所・刑務所等」から来た 47 件
と、支援を受けた地に来た理由が「刑務所」
入所であったという 38 件のうち、ファース
トコンタクト分と重なる件数を除いた 58 件
を対象としている。全体の 4.4％を占めてお
り、2 年前の同様の調査（平成 20 年から 22
年の支援者を対象）の 1.4％より大幅に増え
ていると言える。「刑余者」の退所後支援が
本格化し出したと同時に、ホームレス支援の
セーフティネットがそうした人々を対象と
し始めたことが如実にうかがえる。 
 以下の分析は、新しいほうの調査結果を対
象として行う。以下カッコ内の％値は、比較
のために調査全体の値を示している。まず女
性比は 5.3％(8.4％)であり、調査全体よりも
男性比が高くなっている。年齢構成では、35
歳未満は 10.6％(12.0％)、35 歳以上 65 歳未
満は 66.6％(64.9％)、65 歳以上は 22.8％
(23.0％)とほとんど変わりはない。学歴につ
いては、高校中退を含めた中卒率が 53.4％
(42.8％)と、低学歴の率がさらに高く出てい
る。 
 精神障がいの疑いのある事例も含めて、障
がい「有り」の比率が 24.9％(16.5％)、知的
障害のそれは 21.8％(13.9％)と、障がいのあ
る可能性や手帳を持った人がかなり多いこ
とが判明する。アディクションについてもか
なりの違いが出ている。「依存あり」が 45.0％
(24.9％)と大変高く、アルコール依存も
31.5％(13.5％)と大変高い。薬物依存は大き
く異なり 9.3％(1.8％)と高く、しかしギャン
ブル依存は 7.4％(11.5％)とそれほど高くは
ない。 
 比較的安定した時期における雇用状態に
ついては、刑に服していたことが影響して、



「無職」が 35.7％(19.4％)と高く、社保あり
なしを含む「正社員」の場合は 17.9％
(29.4％)とかなり低くなり、契約や派遣とい
う形での有期雇用も 9.0％(21.3％)、アルバ
イトも 12.5％（25.2％）と、いずれも低くな
っている。当然のことながらホームレスに至
った主な理由に関しては、犯罪が 75.4％
(10.4％)と著しく高く出ており、複数回答で
はあるが、失職というのが 36.8％(70.6％)
と大幅に低くなっている。 
 支援開始後の居住についてであるが、支援
団体提供の中間施設を利用しなかった事例
が 34.6％(23.6％)とやや高く、職員訪問型の
中間施設の利用が 34.6％(22.7％)とやや高
くなっている。この中には「自立準備ホーム」
利用者も含まれている。 
 どのような支援を支援中に受けていたか
については、全体とほぼ変わらない傾向があ
り、生活支援 100.0％(97.5％)、コミュニケ
ーション支援 79.3％(77.1％)、住居支援
55.2％(55.3％)、就労支援 43.1％(46.6％)
となり、コミュニティの中で生きていくため
の支援がやや高く 44.8％(37.6％)、そして金
銭支援も 36.2％(22.7％)とかなり高くなっ
ている。支援期間については、大きな違いは
なく、1 ヶ月未満は 19.2％(17.2％)、1 ヶ月
以上半年未満が 42.3％(45.7％)、1年以上は
23.0％(22.2％)となっている。また支援メニ
ュー数は 7.9(9.3)と、この段階ではやや少な
くなっている。収入については、生活保護の
みが 65.7％(56.1％)とやや高く、社会参加型
就労が 17.1％(8.1％)とかなり高くなってい
る。半福祉半就労は 11.4％(16.7％)、就労の
みは 5.7％(19.2％)と低くなっている。更生
のための社会参加型就労の高さが特徴的と
言ってよいかもしれない。 
そして地域生活移行にあたって、「民営住

宅(本人契約)」には 65.4％(53.8％)となり、
失踪、死亡が 13.4％(15.8％)と、移行後は比
較的安定した居住を得ている。また団体との
地域生活移行後の「交流有り」が 45.3％
(36.8％)、「消息把握」が 30.2％(24.6％)と
かなり高く、消息不明は 20.8％(34.3％)と低
くなっている。アフターケアの成果が比較的
よく出ている数値になっていると言えよう。
支援メニュー数についても 5.4(3.9)とかな
り多くなっている。支援内容については、「コ
ミュニケーション」支援が 95.1％(90.1％)、
「生活」支援が 75.6％(71.3％)と定番となっ
ており、「コミュニティ」支援が 46.3％
(32.1％)、「就労」支援が 36.6％(26.3％)、
「金銭」支援が 26.8％(13.3％)とかなり高く
なっている。生活更生への支援団体の努力が
よく見て取れる。少なくともこの調査限定で
はあるが、「刑余者」の人へのアフターケア
は比較的手厚く行われていることがわかる。 
ただしその効果はというと、就労に関して

は、今のところ就労を収入源にする割合が
11.8％(31.0％)と著しく低くなっている。そ
の分生活保護の率が 64.7％(56.2％)とやや
高くなっており、年金も 5.9％(7.6％)にとど
まっている。無しとか不明というケースもあ
わせて 29.4％(24.3％)に上っている。生活保
護をベースに暮らす人々への、見守りの効い
たアフターケアの行われていることが特色
であると言える。 
 

（２）「よりそいネットおおさか」の活動分
析結果より 
 「よりそいネットおおさか」は、平成 21
年 6月に設立された。そのネットワークの事
務局を担う社会福祉法人「大阪府総合福祉協
会」が、平成 22 年 7 月から「大阪府地域生
活定着支援センター」を受託したので、全国
の矯正施設からの退所者の地域生活定着の
事業（特別調整枠≒高齢者や障がいをもって
いるケース）に公式的にも関係することにな
った。以下の分析は平成 23 年 8 月末日まで
のケース数 215を母集団にしてまとめたもの
である。 
大阪府の場合、大阪刑務所からの特別調整

だけでなく、他の都道府県からの協力依頼も
多い。特別調整以上に地域からの相談（相談
支援業務）がその 4 倍以上の調査対象件数の
80％を占める。その背景には、元々の野宿生
活者の支援でつながった同じ悩みや思いを
持つ他機関とのつながりや、大都市ならでは
の人口の集中に比例する多さだといえる。 
このような状況なので、とても地域生活定

着支援センターだけでは、依頼に対応しきれ
ないのである。「よりそいネットおおさか」
の存在はもちろんであるが、特に地域からの
相談は、相談者・本人・家族などの関わりあ
る人との協働が欠かせない。 
罪名とその傾向については、1 位は窃盗で

7 割以上を占め、多くは累犯であり、その回
数がいわゆる 2 ケタの人は少なくない。軽微
な犯罪を頻繁に繰り返しているということ
が読み取れる。2 位は覚醒剤で 3割弱、犯罪
行為者であり、要治療者であり、場合によっ
ては福祉が必要な人々となってくる。3 位は
傷害で 2 割強である。傷害で服役を反復して
いるケースはしばしば社会で粗暴性、衝動性
がある人として敬遠される。成長過程で見て
きたロールモデルが、暴力で語る大人であり、
「暴れる」方法に慣れ親しんでいる人。また、
相手の説明が理解できず、パニック状態で
「暴れる」人。薬物や障がいとも絡みさまざ
まな事由がうかがわれる。4 位詐欺は 1 割強
であるが、そのほとんどが無銭飲食か無賃乗
車である。5、6、7 位は、1 割未満となり性
犯罪、殺人、殺人未遂、放火と続くのだが、
高齢だとか障がいがあるとか要支援者であ
ることが明確であっても、これらの罪名がつ



くケースは受け入れの難しい場合が多い。 
次に年齢の分布であるが、「特別調整」と

「相談支援」では明らかな違いがあり、前者
の矯正施設、保護観察所を通じて、出所前か
ら関わるケースは 60～70 歳代が突出してお
り、出所したのちに地域で相談するケースで
は 30 歳代が最も多い。過密状態の矯正施設
内で要支援者として絞りこまれて選定され
るのは、条件が明確な一握りの高齢者あるい
は高齢障がい者、明確な障がいや病気がある
人で、若年で軽度の障がい者は、出所してか
ら困窮するという状況がうかがえる。 
障がい・高齢の内訳については、「特別調

整」では、高齢が 37％、知的が 34％、精神
が 23％であるのに対して、「相談支援」のほ
うは、精神が 48％、知的が 26％、高齢が 9％
と大きな差が生じている。 
相談はどこから依頼されたかのレファー

元に関しては、「特別調整」は、保護観察所
(56％)か他都道府県の地域生活定着支援セ
ンター(37％)からの協力依頼と、定式化され
ている。「相談支援」のほうは、本人や家族
からの相談は大変少なく(5％）、障がい者や
高齢者の支援に従事する民間の事業者
(38％)、公的な機関(12％)、弁護士(13％)で、
3 分の 2 ほどとなる。残る 3 分の 1 は、矯正
施設、保護観察所、他の定着支援センター合
わせて 32％である。 
収入源については、ほとんどのケースが出

所後、生活保護に頼らざるを得ない。特別調
整の場合は懲役・拘留中や不明を除くと、
67％が生活保護であり、就労収入は 4％にと
どまっている。相談の場合にはやはり懲役・
拘置中、不明を除いて、87％が生活保護とな
っている。高齢や障がいがあったとしても制
度を利用できていたという人は少なく、一方、
対応したケースのうち約半数は逮捕時に生
活保護を受給していた。 
では、どのような社会資源につないだかで

ある。特別調整の場合は、「懲役・拘留中」
の 24％を除いた件数を母数にすると、在宅生
活が 42％、施設系が 29％、他県対応が 20％、
死亡が 7％となっている。相談系では、「懲
役・拘留中」17％と、初期相談中の 29％を除
いた件数を母数にすると、在宅生活が 35％、
施設系が 11％、入院が 15％、行方不明が 13％、
他県対応が 24％となっている。再犯も 2％存
在し、出口はかなり多様となっている。 
もう少し実際の場面に踏み込むと、面接し、

社会資源を紹介し、利用につなげることにな
るが、最初の希望はできれば独居という形態
である。しかしながら現実は、個室で見守り
や支援を受けられる生活環境が必要になる。
具体的にはグループホームやケアホームの
ような社会資源であるが、診断や判定を受け
ていない人が多く、数も充分でないこともあ
り、出所直後や困ったときにすぐ利用できる

ものではない。当事者自身は第一希望には挙
げない施設の利用に頼ることも多い。希望し
ないのは、食事の提供や相談の体制は充実し
ているものの、多くは集団生活であり、金銭
面でも自由な使い方ができないからである。
また、まずは治療が必要ではないかと思われ
るケースも少なくないので、入院を勧めるこ
ともしばしばある。 
 「よりそいネットおおさか」の活動分析に
ついては、報告書『刑余者支援とホームレス
支援の協働を促進する』（大阪市立大学都市
研究プラザ、2013 年）としてより詳細にまと
めている。以下の webから参照していただき
たい。 
http://www.inclusivecitynet.or.jp/pdf/k
eiyosha.pdf 
 
（３）概括 
 全国と大阪の事例の主に数値的な紹介を
行った。こうしたデータの紹介は特に全国レ
ベルでは初めての試みと言えよう。数は多く
はないが、全国と大阪の似通った傾向でそう
でない特徴がある程度指摘できる。 
 全国的には、ホームレス支援で支援の対象
者となったいわゆる「刑余者」の人々の場合、
年齢層的には若年がやや少ないがほぼホー
ムレス経験者と似通った 50 歳代前半を平均
年齢としていた。しかし学歴は中卒率がより
高くなり半数を超え、障がいも 2割以上に見
られ、かつアディクションに関しては、アル
コールや薬物においてかなり高い依存症率
となっている。かつての雇用状態についても
服役経験ということもあり、無職の率が大変
高く、失職よりも犯罪ということが、ホーム
レス状況へのトリガーとなったことがわか
る。 
 支援を受けてからになると、中間施設の利
用はそれほど多くなく、支援期間や、支援内
容、支援メニュー数などに、それほど多くの
特徴は見られないが、唯一金銭支援が目立っ
ている。しかしアフターケアの段階では、居
宅に移る率が高く、支援のメニュー数が増え、
やはり金銭支援などの他に、コミュニティで
暮らしてゆくための支援や就労支援がやや
手厚く行われ、社会参加型就労の多くなって
いることが判明する。就労支援も加えられて
いるが、やはり生活保護への利用が高くなっ
ている。しかし交流有りの率が高く、居宅で
の見守りが比較的よく効いている実態がう
かがえる。大阪の事例と比較して、つながっ
ている事例が現実よりも多く調査対象とな
った可能性も否定はできないが、ホームレス
支援団体による「刑余者」への支援は比較的
効果が表れているとみてもよい結果となっ
ている。 
 一方大阪の事例であるが、特別調整と相談
支援とでは母集団の大きく異なることがわ



かる。前者では当然高齢が多く、後者では若
年が多いと言う極めて明確な違いが見られ
る。従って大阪の事例の一般化は難しいが、
全国調査とも比べて障がいの率はかなり高
くなっている。また入口において、相談支援
の場合には、大変バラエティに富んでおり、
矯正施設を出た後に直接ではなく、異なる支
援を受けた後に、また相談にというケースが
かなりあることも特徴的である。またより生
活保護のみで生計を立てている事例が多く、
出口についても、居宅と言う事例が 3 分の 1
強であり、施設や入院というケースがかなり
増えていることが、大阪の特徴と言えるかも
しれない。 
 居住福祉の地理学の唱導という研究テー
マの達成については、地理的変数の導入をお
こなった分析を行うに至っていないため、十
分ではないものとなっている。少なくとも社
会資源の空間的立地、あるいは居宅の資源と
の地理的関係性も、支援の効率性のあり方を
ある程度規定するものであろう。と同時に、
矯正施設の分布と支援地の関係は、服役場所
にそもそも規定されてしまうこともあり、地
理的な因果性というもの規定要因の判定は
なかなか難しい点もあることを付しておき
たい。 
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